
- 25 - 

 

第３編 基本計画 
第 1 章 施策・事業の展開 
 
 

 
 

  産業構造改革による高コスト体質からの 
脱却と、木材流通・加工体制の基盤強化 
により、林業産出額を増加させ、産業として 
の自立を実現します。 

 

 

 

 
 

 
 
 
（住宅分野） 

◇令和６年度の新設住宅着工戸数は 10,069 戸、うち木造が 7,992 戸

（79.4％）となっています。 

◇平成 19年度から「ぐんまの木で家づくり支援事業※」、令和３年度

からは「ぐんまゼロ宣言住宅促進事業」により県産木材を使った住

宅の建設を推進しており、令和６年度までの県産木材の使用量の累

計は約 15 万 7千㎥となっています。 

◇新設住宅着工戸数は令和６年度の 10,069 戸から、令和 12年度には

9,868 戸まで減少する見込みです。（図 3-1-1-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：群馬県林業振興課業務資料 

基本方針Ⅰ 林業の競争力強化 

１ 木材流通・加工体制の基盤強化と需要拡大  施策の柱１ 

（１）建築物における木材利用拡大 

現状と課題 

図 3-1-1-4 群馬県新設住宅着工戸数の推移と予測 
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◇令和６年度の新設木造住宅着工戸数のうち、ツーバイフォー工法に

よる住宅は26％を占めており、そのほとんどが外材を使用しています。 

（図 3-1-1-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇令和７年４月より「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が

縮小され、木造平屋建て 200 ㎡以上及び木造２階建てにおいても、構

造・省エネ関連の図書の提出が必要となり、木材の強度証明の重要性

が高まっています。 

（非住宅分野） 

◇非住宅建築物の木造率は11％と低く、民間企業による建築が92％とほと

んどを占めています。（図 3-1-1-6） 

◇非住宅建築物の階層別木造率は、１～２階建てで 13～15％、３階建

てで１％であり、４階建て以上にあっては木造化が進んでいません。

（図 3-1-1-7） 

◇建築基準法の改正により、耐火構造等としなくてもよい木造建築物

の範囲が拡大されました。また、耐火構造等とすべき場合でも、建築

物全体の性能を総合的に評価することにより、木材をそのまま見せ

る「あらわし」等が可能となっています。 
 
 
 
 
 
 

図 3-1-1-5 群馬県新設木造住宅着工戸数内訳（令和６年度） 

出典：群馬県林業振興課業務資料 
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（公共建築物等） 
◇平成 10 年に「ぐんまの木利用推進会議」を設置、平成 23 年には木

材利用促進法に基づく「公共建築物等における木材の利用の促進に

関する方針」を策定し、ＰＲ 効果の高い県有施設を中心に、木造化・

木質化に取り組んでいます。 

◇県有施設等における県産木材利用実績は、平成 14 年度をピークに減

少傾向にあり、令和６年度の実績は 1,115 ㎥（ピーク時の 15％）と

なっています。（図 3-1-1-8） 

図 3-1-1-6 非住宅分野における着工戸数内訳（令和 6 年度） 

出典：国土交通省「建築着工統計調査」 

図 3-1-1-7 非住宅分野における階層別着工戸数内訳（令和 6 年度） 

出典：国土交通省「建築着工統計調査」 

15％    13％       １％ 
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◇令和６年度末現在、県内全市町村

が、都市の木造化推進法に基づく

「木材の利用の促進に関する方

針」を策定しています。 

◇令和元年度から市町村へ「森林環

境譲与税※」の譲与が開始され、木

材利用にもこの財源を充てること

ができるため、都市部の市町村を

中心に、公共建築物等における木

材利用が進むことが期待されま

す。   
 
（木育※の推進） 

◇県では、木育の取組として「木工教

室」や「児童生徒木工工作コンクー

ル」を開催しています。また、「木材

ＰＲイベント」や「親と子の木工広

場」など、木育の取組に対し支援して

います。 

◇上野村、みなかみ町、川場村、沼田市、

嬬恋村では、幼児の頃から木に親し

んでもらうため、地元産の木製玩具

図 3-1-1-8 県有施設等における県産木材利用実績 

出典：群馬県林業振興課業務資料 

公共施設における県産木材利用 
（甘楽中学校） 

イベントでの木育の取組 
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等を赤ちゃんの誕生の祝い品として

プレゼントする「ウッドスタート宣

言※」を行うなど、木育活動に取り組

んでいます。また、県も令和２年 12

月に「ウッドスタート宣言」を行い

ました。令和３年から、県主催の木

育インストラクター養成講座を実施

し、これまでに 142 人を「群馬県木

育インストラクター」として登録、イ

ベント等で活躍いただいています。   

 

 

 

◇二酸化炭素（CO2）を吸収した県産木材が住宅及び非住宅建築物などに使

われることにより、二酸化炭素（CO2）の固定が進み、脱炭素社会が実現

しています。  

◇県産木材による中大規模木造建築物が建設されています。 

◇ＤＬＴやＮＬＴ等の木材の新たな活用が図られ、地域の産業としての裾野

が広がり、ぐんまの木材・木製品の品質が県内外で認知され、信頼が高ま

っています。 

 

 

 

◇ツーバイフォー工法※による住宅で、外材から県産木材への転換を促

進します。 

◇民間の非住宅建築物への県産木材利用を推進します。 

◇非住宅建築物のうち、建築基準法の改正により木造化しやすくなっ

た１～３階建ての低層建築物の木造化・木質化を進めます。 

◇中大規模建築物に使用する部材の研究・開発、中大規模木造建築物の

設計・提案ができる人材の活用により、中大規模建築物の木造化を図

ります。 

◇非住宅建築物の木造化を促進するため、集成材・ＣＬＴ等の高度加工

技術を有する県外の大型製材工場との連携を強化します。 

◇「木育」等により県産木材を普及啓発し、木とふれあい、親しむ機会

を更に増やすことにより、県産木材を利用する意義に対する理解を

深めます。 

 

将来ビジョン 

取組の方向性 

県におけるウッドスタート宣言調印式 



- 30 - 

 

 

 

（住宅における県産木材利用の推進） 
◇県産木材を使った住宅の建設を促進し、住宅における木造率の向上、

輸入材から県産木材への転換に取り組みます。 

◇県産木材を使ったツーバイフォー工法による住宅の建設を促進する

など、外材から県産木材への転換を図ります。 

（非住宅建築物における県産木材利用の推進） 
◇民間企業が建設する店舗や事務所などの非住宅建築物のうち、１～ 

３階の低層建築物の木造化・木質化を推進します。 

◇ぐんま中大規模木造建築マイスターを基軸に、非住宅木造建築物に

必要な流通や技術に関するアドバイスを行う窓口を設置し、非住宅

の木材利用に取組む県民を支援します。 

（公共建築物等） 
◇県が行う建築物等の整備に当たっては、木造とすることが適当でな

いもの又は困難であると認められるもの以外の建築物等について

は、原則として木造とするよう取り組みます。 

◇市町村が建設する公共建築物の木造化、内装の木質化を推進します。 

(木育等による県産木材の普及啓発) 
◇「ウッドスタート宣言」を契機に、市町村が行う木育の取組を支援し 

ます。 

◇保育園、小中学校、ＮＰＯ団体等が取り組む木育活動を推進します。 

◇群馬県木育インストラクター等が取り組む木育活動を推進します。 

    

 

 

  

具体的施策《重点取組》 
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◇本県の製材工場は、昭和 48年の 580 工場を境に減少に転じ、令和６

年には 74 工場まで減少し、今後も減少が見込まれます。また、年間

原木消費量が 5,000 ㎥未満の小規模工場が約 9 割を占めており、加

工体制は脆弱です。（図 3-1-1-1、図 3-1-1-2）◇県産木材製材品生産

量は、2014年（平成26年）から2018年（平成30年）までの５年間は 13

万㎥ から 14 万 ㎥ 台で推移していましたが、2021 年（令和３年）

は９万８千㎥に落ち込みました。（図 3-1-1-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）製材工場の加工体制強化 

現状と課題 

図 3-1-1-1 県内製材工場数の原木消費量別内訳（令和６年次） 

※製材工場数は、建築用材、土木建設用材、梱包用材、家具建具用材を生産している工場(チップ工場を除く) 

出典：群馬県林業振興課業務資料 

図 3-1-1-2 県内製材工場数及び県産木材製材品生産量の推移 

出典：群馬県林業振興課業務資料 
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◇近年の住宅需要の大部分は集成材が占めるようになってきています

が、県内には大規模な構造用集成材工場がなく、多くは外材製品によ

り供給されています。 

 

 

 

◇製材工場の連携や統廃合、規模拡大等による製材・加工体制の再編により、

多様な県産木材製材品が生産されています。 

◇県産木材製材品の県内生産量が増え、木材産業産出額※が増加します。 

◇各地域の特性に即した県産木材加工・流通拠点が整備されることにより、

生産された木材を効率的に集荷・加工する体制が構築され、Ａ材からＣ材
※までの有効活用が図られています。 

◇工場ごとの強みを活かした製材品の生産、流通により、県内生産量が増加

しています。 

◇製材工場の加工能力を高める設備の導入、更新が進み、競争力のある県産

木材製品が生産されます。また、集成材等の加工施設が整備され、高次加

工製品の県内生産体制が整っています。 

 

 

 

◇それぞれの製材工場の強みを活かした加工体制の強化と新たな販路

の拡大により、県産木材製品の安定的・効率的な供給体制を構築しま

す。 

 

 

 

（製材工場の加工体制の強化） 
◇製材工場の規模・製材品目に応じた加工体制の強化による生産拡大 

を図ります。 
◇非住宅建築物の木造化を進める上で、品質・強度の明確なＪＡＳ製材

品の供給体制の強化に取り組みます。 

◇今後増加が見込まれる大径木に対応した製材工場の整備を推進しま 

す。 

（新規工場の誘致） 
◇新たな県産木材の需要先としてふさわしい、継続した競争力の発揮

が期待できる新規工場の誘致を図ります。   

 

将来ビジョン 

取組の方向性 

具体的施策《重点取組》 
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（国内外の販路拡大） 
◇平成 27年３月にツーバイフォー工法部材のＪＡＳ規格※が改正され、

国産材のツーバイフォー部材の強度が適正に評価されるとともに、外

材と国産材の価格差が縮小したことなどから、住宅用として国産材の

ツーバイフォー部材を使う機運が高まっています。このため、県では、

県産木材ツーバイフォー部材の普及・ＰＲを行い需要拡大に取り組ん

でいます。また、民間では平成 30 年２月から、県産木材のツーバイ

フォー部材（フェンス等の外構材）の北米への輸出が始まっています。 

◇大手ハウスメーカーは、県外材や外材の使用が主流であり、県産木材

はほとんど利用されていません。 
◇本県には大規模な構造用集成材工場や合板工場がないため、県産木

材を使用した集成材や合板を県内事業者と県外の工場が連携し製造

しています。 
◇本県には潤沢な広葉樹の蓄積がありますが、適切な利用手法や生産

体制が確立されておらず、利用が進んでいません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）木材の流通システムの整備 

現状と課題 

丸太生産者 
輸送業者

製材・加工業者 

最適 
輸送 
情報 

供給 
情報 

供給 
情報 

需要 
情報 

需要 
情報 

集荷 
配送 
情報 

木材情報ネットワークセンター 
クラウドシステム運営、情報管理、 
生産計画指導、システム活用指導、 
納品計画、輸送計画・残量管理 

図 3-1-1-3 木材需給マッチングシステムのイメージ 



- 34 - 

 

 

 

 

◇木材需給マッチングシステムの構築により、多様な木材需要に応じて安定

的に木材が供給され、県産木材のシェアが拡大しています。 

◇森林資源状況に見合った持続的な資源活用が実現し、林業・木材産業は、

自立した成長を続け、その生産規模が拡大しています。 

◇ＳＤＧｓの理念に則し、適正な違法伐採対策により、県内で流通及び利用

されている全ての木材・木製品の合法性、持続可能性が証明されたものと

なっています。 

◇広葉樹の高付加価値な活用方法が開発され、ＷＥＢ市場などを通じて販売

が拡大し、林業事業体の収益が向上しています。 

 
 

 

◇素材生産から製品販売までを通じた効率化を図り、需要者ニーズに

応じて原木を安定的に供給するため、木材の需給マッチングシステム

を構築します。 

◇合法性、持続可能性が証明された木材・木製品（合法木材）を利用す

ることの重要性について木材関係事業者や県民等に向けて普及啓発

し、合法木材のより一層の流通及び利用促進を図ります。 

◇広葉樹の集出荷体制及び市場流通体制の構築に取り組むとともに、

高付加価値な利用手法の開発を行います。 

 

 

 

（低質材の安定供給体制の整備） 
◇製紙用チップ、燃料用チップ等の低質材の安定供給体制の整備を推 

進します。 

（流通システムの整備） 
◇安定的に原材料を確保するため、ＩＣＴを活用した木材需給マッチン

グシステムを構築します。 

（協定に基づく直送販売） 
◇流通の効率化を図るため、原木安定供給協定等による取引の促進を

図るとともに、作業路網や生産量に応じた山土場※の整備を推進しま

す。 

◇「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム（もりビズぐん

取組の方向性 

具体的施策《重点取組》 

将来ビジョン 
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ま）」等を活用し、県外の大型工場とのマッチングを推進、県産原木

の安定的な需要を創出します。 

（国有林との連携による木材販売） 
◇民国連携による林産物の安定供給システム協定の締結を推進し、安

定的な需要先の確保に取り組みます。 
（国内外の販路拡大） 
◇輸出を行う商社と連携して、県産木材を使用したツーバイフォー部

材のデッキへの利用など、新たな販路の開拓に取り組みます。 

（広葉樹販売体制の整備） 
◇蓄積や出荷実績のある林業事業体と連携し、広葉樹の集出荷の実証

を行うとともに、ＷＥＢ市場等での出品を試行して市場を開拓しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 【木材流通・加工体制の基盤強化と需要拡大】 
指 標（★重要指標） 現状値（R6） 目標値 

★木材産業産出額（千万円／年） 8,652 11,800 

県産木材製材品生産量［素材換算値］（千㎥／年） 91 168 

★県内木材総需要量における県産木材率（％） 55 60 

★製材工場における国産材製品出荷量（千㎥／年） 60 100 

原木市場を介した原木直送量（㎥／年） 25,706（R5） 70,000 

県産木材製品の輸出量（㎥／年） 2,054 4,000 

公共建築物（３階建て以下）の木造率（％） 44(R5) 50 

ウッドスタート宣言市町村数 5 10 
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◇木材価格の低迷等による林業経営意欲の低下や不在村所有者※の増 

加に加え、未相続森林※の発生により経営管理が行われていない森 

林が増えています。 

◇計画的かつ効率的な森林経営を行うため、小規模・分散している森林

を集約化する必要があります。 

◇不在村者の森林所有者が保有する森林の面積割合の増加（1970 年：

15％→ 2005 年：24%）、森林所有者情報や森林境界の不明確化によ

り、森林所有者からの施業受託による事業地の確保、施業の集約化が

困難となっています。 

◇森林経営計画や森林経営管理制度により、集約化した森林における計

画的な施業を進める必要がありますが、森林経営計画の策定面積は民

有林の約１割となっています。 

◇育林型林業から素材生産型林業への転換は進みつつあるものの、素材

生産性※が低く、生産コストは高い状況です。 

◇皆伐後の造林経費や下刈等の初期段階での育林経費の負担が大きい

ため、皆伐・再造林が進んでおらず、造林面積は 120ha から 160ha

で推移しており、2030 年の目標である 400ha の３割程度に留まって

います。 

◇ニホンジカによる幼齢木※の食害を防止する

ための忌避剤散布や侵入防止柵設置等の獣害

防止対策経費負担を軽減する必要がありま

す。 

◇県内で生産されるスギ・ヒノキの山行苗木は

すべて花粉症対策苗木となっていますが、再

造林に必要な苗木の安定供給体制の整備、少

花粉スギ・ヒノキ、カラマツ、特定母樹等の

優良な種子の安定的な確保が課題とな

っています。 
◇ツキノワグマの剥皮被害を受けた材の

変色や枯死による収穫期を迎えた成木

の商品価値低下が森林所有者の林業経

営意欲を減退させています。また、防

２ 林業システムの改革 

（１）森林・林業イノベーションの推進 

 施策の柱２ 

現状と課題 

高性能林業機械による伐採作業 

少花粉スギ苗木 
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止帯やロープ等の剥皮被害防止対策経費負担を軽減する必要があり

ます。 

◇素材生産については、高性能林業機械等の導入により機械化が進みま

したが、林業のトータルコストにおいて占める割合の大きい下刈等の

保育作業については機械化が遅れています。  
◇高性能林業機械の所有台数は 241 台と増加傾向で推移しています

が、作業道の整備状況による運搬距離等の現場条件の影響が大きく、

全体的な素材生産性は高くありませ

ん。 

◇森林経営計画区域内の路網開設延長

は 975km であり、施業集約化のための

路網整備は進んでいますが、区域外に

ついても施業の集約化と併せて路網

整備を進める必要があります。 

◇高性能林業機械等の規格・性能やデジ

タル化に対応した路網の整備が求め

られています。 

◇国有林との連携による施業の集約化、効率的な路網整備を進めるた

め、「民国連携推進会議」を設置し情報共有を図っています。 

◇民間企業と森林・林業関係者をマッチングするためのプラットフォー

ム「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム（もりビズぐ

んま）」を開設し、ＷＥＢによる会員マッチングや交流会・勉強会の

開催等を通じ、技術・アイデアの導入と実用化支援を図っています。 

◇ＩＣＴハーベスタや木材検知アプリ、ドローン、レーザースキャナー 

等を活用した技術交流会や実証事業等の開催により、現場の効率化、

生産性向上、安全性向上を経験する機会を得て、ＤＸ型林業への転換

を進めようとする動きがあります。 

◇民間企業や市町村、森林組合などの事業連携により、森林由来の J-

クレジット（温室効果ガス削減クレジット）創出の取り組みが動き始

めましたが、収益性や継続可能な収支モデルをどう構築していくか、

「モデル普及」から「本格実装」へ向けた道筋と支援制度の整備が必

要です。 

 

 

 

 

 

林業専用道 
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◇森林資源情報の高度化により、地理的条件や森林の特性に応じた森林の

ゾーニングが行われ、それぞれの特性に応じた森林の経営管理が進めら

れています。 

◇効率的で安定的な素材供給体制の構築により、素材生産量が増え、素材

生産における林業産出額※が増加しています。 

◇素材生産性の向上や生産コストの改善により、産業としての基盤が強化

され、皆伐・再造林による資源の循環利用が図られています。 
◇林業の産業としての自立による、林業経営を通じた森林整備により、森

林の機能が強化されています。 

◇森林ゾーニングや現場条件、高性能林業機械等の規格・機能、デジタル

化に対応した路網が整備されています。 

◇野生獣類による林業被害額が減少しています。 

◇森林組合や林業事業体、行政、民間企業、大学・研究機関など多様な主

体による連携が進み、継続的・体系的な協働体制の整備が進みます。 

 

 

 

 
◇森林のゾーニングを導入し、事業内容の大幅な

見直しを行い地理的条件や森林の特性に応じ

た施業へ誘導します。 

◇間伐中心の林業施策から、資源の循環利用に向

けた皆伐・再造林を中心とする施策に大幅転換

します。 

◇短期循環林では、素材生産性の向上、保育経費

の削減等を行い皆伐・再造林による低コスト林

業システムを導入します。 

◇初期成長の良い品種や早生樹の植栽に

よる短伐期林業の導入により、皆伐・再造林を進め、収穫期間 30 年

を目指し、短期間での収益を確保します。 

◇皆伐・再造林を円滑に進めるため、初期成長の良い、少花粉苗木や特

定苗木、早生樹の安定供給を促進します。 

◇野生獣類による林業被害を減少させるため、被害防止対策を支援しま

す。 

◇獣害被害防止対策の低コスト化を図るため、デジタル技術、新しい手

将来ビジョン 

取組の方向性 

初期成長の良い少花粉スギ品種 
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法やアイデア等を積極的に導入します。 

◇高性能林業機械等の規格・性能に応じた路網整備を進めます。 

◇車両系作業システムでは効率的な施業が困難な区域については、架 

線系作業システムの導入など新たな作業システムの体制整備に努め 

ます。 

◇高度化した森林資源情報の活用等により、森林の集約化、森林経営計

画の策定を支援し、林業経営を通じた森林整備を推進します。 

◇低コスト林業システムの導入が困難な人工林であって、間伐等による

素材生産が可能な森林では、木材の高付加価値化による長伐期林業を

導入します。 

 

 

 

（森林ゾーニングの導入） 
◇森林ゾーニングの導入に併せて、県の各事業を大幅に見直し、森林の

特性や地理的条件に応じた施業を推進します。 

◇低コスト皆伐・再造林及び下刈りの省力化について実施と検証を進

め、県内での取組を推進します。 

（森林経営計画の作成促進） 
◇意欲と能力のある林業経営者における森林の集約化を支援するとと

もに、市町村の森林経営管理制度と連携し、森林の集約化及び森林経

営計画の作成を促進します。 

（境界明確化の推進） 
◇山林の地籍調査や森林境界明確化を推進し、林地台帳の精度向上を図

ります。 

（皆伐・再造林の推進） 
◇低コストで確実な再造林の実現に向けて、

伐採から植栽までを一体的に行う皆伐・再

造林一貫作業※を推進します。 

◇伐採時期に合わせた植栽が可能となる「コ

ンテナ苗※」の普及を推進します。 

◇皆伐の増加に対応するため、再造林に必要

な苗木の安定供給体制を整備します。 

◇少花粉スギ・ヒノキ、特定母樹等の優良な種子の確保に努めます。 

◇初期成長の良い苗木や特定苗木、早生樹等生産、下刈りの省力化、短

期間での木材生産を可能にするための育林技術等について、調査・研

究に取り組みます。 

（野生獣類による被害の防止対策） 
◇ニホンジカやツキノワグマによる林業被害を防止するため、林業者に

よる森林内での捕獲や造林地での忌避剤散布、成木への獣害防止帯の

具体的施策《重点取組》 

スギコンテナ苗木 
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巻付け、侵入防止柵の設置等に対して支援します。 

◇野生鳥獣の生息環境整備の強化に向けて林縁部における緩衝帯整備

に対して支援します。 

（生産基盤の強化） 
◇作業道の作設・改良と併せて、林道

から分岐する主要な地点に効率的な

作業に利用する土場等を整備するほ

か、高性能林業機械の規格・性能に

応じた路網を整備し、素材生産性の

向上を促進します。 

◇下刈り等保育作業用機械の導入など

造林保育経費の低コスト化に向けた

積極的な支援に取り組みます。 

◇架線系作業システムの導入に向けた技術者等の育成に取り組みます。 

（国有林との連携） 
◇「民国連携推進会議」を通した情報共有を図るほか、県及び関東森林

管理局の森林総合監理士※等による取組状況や成果の共有を進め、効

率的な路網整備や新たな施業技術の導入などの施業の低コスト化に

取り組みます。 

（長伐期林業による高付加価値化） 
◇非皆伐施業により再造林コストを削減します。 

◇既存路網を活用し、多様で高付加価値な木材を生産します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的造林機械による下刈作業 
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◇森林経営管理制度※の運用においては、県内25市町村、約1,300ha の森

林において意向調査が実施されていますが、市町村や林業経営体の人員

不足などにより、森林の集約・整備は進んでいません。 

◇市町村からは森林経営管理制度をはじめとした、林務行政全般にお 

ける支援強化が求められており、支援体制の構築が必要です。 
 

 
 

◇意欲と能力のある林業経営者等へ森林の集約が進み、林業の持続経営が

可能になります。 
◇森林経営管理法の改正（令和８年４月施行予定）により、市町村の支援

体制が整備され、林業経営体との連携により森林経営管理制度が円滑に

運用されています。これにより、経営管理が行われていない森林の整備

が進み、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立が図られています。 

 
 
 
 

◇森林経営管理法の改正に対応した取組を行う市町村及び林業経営者

と連携し、森林経営管理制度の円滑な運用を図り、経営管理が行われ

ていない森林の整備を実施します。 
◇森林経営管理制度における意向調査や境界明確化を実施する市町村

の支援体制を整備し、地域における森林整備を推進します。 
◇林業経営者等に対する研修の実施や登録制度の見直しにより、能力 

向上を支援します。 
◇森林を手放したい森林所有者が増えていることを踏まえ、意欲のあ 

る林業経営者等へ森林の所有権集約を推進します。 
 
 
 

（市町村支援体制の整備） 
◇森林調査や意向調査対象森林の選定などの市町村業務を支援する体

制を構築します。 
◇支援組織と連携し、森林経営管理法の改正に対応した森林経営管理制

度の円滑な運用を推進します。 
 

（２）市町村支援体制の強化 

現状と課題 

将来ビジョン 

取組の方向性 

具体的施策《重点取組》 
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（林業経営者等の育成） 
◇意欲と能力のある林業経営者等を対象とした実践的な研修を実施し、

森林経営管理法に改正に伴う森林経営管理制度の円滑な運用を推進

します。 

◇市町村と林業経営者等との連携を進め、地域における集約化構想の策

定等を推進します。 

（森林経営管理制度の円滑な運用） 
◇市町村における円滑な制度運営を推進するため、県の林業普及指導職

員における連携を強化するとともに、市町村の業務負担を軽減するた

め、意向調査対象森林の選定や境界明確化業務を外部委託等により実

施する体制を整備することで、市町村支援体制を強化し、市町村を核

とした森林整備を推進します。 

◇森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度を運用する市町村職員や

森林整備の担い手となる林業経営者等を対象とした技術力向上研修

を開催するなど、森林の管理・整備の担い手となる人材を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 43 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】森林経営管理法の改正 
 我が国の人工林の多くが利用期を迎える中、より多くの二酸化炭素（CO２）を吸収する若い
森林への転換を通じて、2050 年カーボンニュートラルの実現等に貢献すべく、「伐って､使って､植
えて､育てる」森林資源の循環利用を進める必要があります。 

森林経営管理法は制度開始から５年が経過し、制度活用の必要な市町村の９割超で制度
に基づく取組を開始しています。一方で林業経営体への森林の集積・集約化は低位に推移して
おり、林業経営体への迅速な集積・集約化を進めるため、市町村や都道府県に加えて、受け手と
なる林業経営体など地域の関係者の連携を強化する新たな仕組みの構築が必要となっていま
す。 

このことから、森林の集積・集約化を進める新たな仕組みを創設するため、森林経営管理法が
改正され、令和８年４月１日に施行されることとなっています。 

具体的には、「市町村は、単独又は都道府県等と共同で、川中・川下を含む地域の関係者で
協議し、受け手となる林業経営体や路網整備等の方針といった森林の将来像を定める『集約化
構想』を策定することにより、「所有権を含む森林の経営管理のための権利を、出し手である所有
者から、受け手となる林業経営体に迅速に設定又は移転できる仕組み」が創設されることになりま
す。 

森林経営管理法の改正により市町村の役割が高まり、事務負担等も増加することから、「委
託を受けて市町村事務を支援する法人（経営管理支援法人）」を指定できる仕組みが創設さ
れることとなります。 

市町村の役割が高まる中、県としても更なる支援が求められています。 
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◇森林組合系統において、木材ＳＣＭクラウドシステムを活用し、需要

と生産の一体的な管理と業務・収支状況をデジタル管理する取組が行

われています。 

◇衛星通信やＬＰＷＡ（Low Power Wide Area）の普及により、林内の

通信環境は改善されつつありますが、ＩｏＴによる先端技術の導入や

機械作業の自動化には、さらなる通信環境の高度化が必要です。 

◇地理的条件や森林の特性に応じた森林管理や基盤整備を行うため、航

空レーザー計測による森林解析に着手しましたが、実施区域は一部地

域に限られています。 
◇令和６年にぐんま森林・クラウドシステムが稼働し、県、市町村、林

業事業体等の関係者がそれぞれに収集、管理している森林資源、森林

所有者、施業履歴等の情報を共有するため、デジタル化・データベー

ス化に着手しました。 
◇ドローンやＧＮＳＳ等のデジタル機器が普及しつつありますが、効果

的な活用方法が課題となっています。 
 

 
 
 

◇地理的条件を踏まえた低コスト林業の導入、ＩｏＴ等の先端技術の導入、

デジタル化・自動化の推進により、素材生産性や生産コストが改善され

ています。 

◇森林情報の共有・高度利用システムの構築により、県、市町村、林業事

業体等で森林情報がリアルタイムで一元管理されているとともに、生産

から加工・流通におけるデジタル化が進展しています。 

◇森林資源情報の高度化により、立木の在庫や価値が正確に把握され、需要に応

じた精度の高い生産計画を作成することができます。 
◇デジタル機器の利用が一般化し、業務が大幅に効率化しています。 

 
 
 
 
 
 

（３）デジタル化・自動化の推進 

現状と課題 

将来ビジョン 



 

- 45 - 
 

 
 

◇意欲と能力のある林業経営者等のデジタル化・自動化に対する集中投

資により、ＩｏＴ技術を装備した先進的な高性能林業機械を導入し、

低コスト林業を推進します。 

◇森林資源情報を高度化させ、共有・高度利用システムを構築すること

により、生産から加工・流通におけるデジタル化を推進します。 

◇県における各種事務手続のデジタル化に積極的に取り組みます。 

 

 
 
 

（ＩｏＴの活用等によるデジタル化の推進） 
◇補助金申請等の県の業務において、オルソや点群データ等を用いたデ

ジタル申請を積極的に採用します。 

◇意欲と能力のある林業経営者等のデジタル化、自動化を支援します。 

◇自動化、ＩｏＴ技術等の新たな機能を有する先進的な高性能林業機械

の導入を支援します。 

◇航空レーザー計測による森林解析結果を活用し、地理的条件や森林の

特性を踏まえた丈夫で簡易な路網の整備を進めます。 

◇木材市況※や注文に即応した採材など、マーケットインに対応でき 

るＩｏＴ林業機械について普及に取り組みます。 

◇林内の樹木の位置、樹種、形状等の情報や施業状況等をデジタルデー

タ化する機能を有する機器の導入を推進します。また、デジタル化し

たデータの活用について研究・普及に取り組みます。 

（森林資源情報の高度化と活用） 

◇航空レーザー計測による森林資源情報の高度化を進めるとともに、森

林情報のオープン化を推進します。 

◇高度化した森林資源情報と木材需給マッチングシステムとの連携を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

具体的施策《重点取組》 
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森林資源情報の高度化（航空レーザー計測による森林解析） 
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◇林業事業体の経営基盤、組織基盤は総じて脆弱であり、森林の管理・

経営を担当する職員を配置している事業体は多くありません。 

◇業務のデジタル化を推進していますが、林業事業体だけでなく、自治

体職員を含む関係者に対応できるＩＴ人材が不足しており、機器整備

も遅れていることからデジタル化は停滞しています。 

◇危険を伴う作業が多く、傾斜等の現場条件が悪いため、機械化、自動

化が進んでいません。 

◇令和６年次の労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者数の千人当た

りの人数）は 23.3 人/千人と全産業の平均 2.3 人/千人の約 10 倍とな

っています。 

◇現場での作業に従事する林業従事者数は、平成 18 年度の 604 人を底

に、その後増減を繰り返しながら 700 人前後で推移し、平成 30 年度

以降はしばらく 700 人を割り込んでいましたが、令和６年度は 701

人でした。 

◇林業従事者の内、女性は令和６年度の調査では 16 名と少なく、依然

として多様な人材が働きやすい環境とは言い難い状況です。 

◇林業従事者の平均年齢は、平成８年度の 57.6 歳から徐々に下がり、

令和６年度は 49.5 歳でしたが、60 歳以上の人数が 26.8％と依然とし

（４）戦略的人材投資と経営ビジョン革新への支援 

現状と課題 

ぐんま森林クラウドシステムの概要 
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て多い状況です。 

（図 3-1-2-2） 

 

     

 

 

◇新規就業者は令和元年度以降 40 人前後で推移していましたが、令和

５年度から 50 人台に復活し、令和６年度は 51 人と増加しています。

また、この内 65％を再就職者が占めています。 

◇令和６年度の林業離職者数は 39 人で、その平均年齢は 44.5 歳とな

っています。令和３年度林業従事者実態調査（令和２年度分）に

おいて最も多かった離職の理由は、「健康上の理由」であり、以下「林

業より良い条件の仕事があった」、「勤労条件（所得の確保等）」、

「作業条件（仕事がきつい）」、「同僚や事務所との人間関係」、「定

年退職」という順になっています。 

◇「緑の雇用」事業※における林業作業士※研修修了者の定着率は、３ 

年経過後に 72.2％、４年経過後に 58.8％と低下傾向で定着率向上が課 

題となっています。 

◇年間就労日数が 200 日以上の林業従事者は、平成 20 年度には 59％で

したが、令和６年度は 72％で通年雇用が進んでいます。 

◇林業従事者の推定平均年収は、令和３年度林業従事者実態調査では

357 万円（年間平均就労日数 212 日）となっています。また、林業従

事者の賃金支払形態は、日給が最も多く全体の約 60％を占めていま

す。林業は技能、技術を要すること、労働負荷や危険性が高いことを

考慮すると、他産業と比べても給与水準は高いとはいえません。 

◇林業労働力を確保することを目的として、「林業労働力の確保の促進

に関する法律」に基づき指定されている群馬県林業労働力確保支援セ

ンター（一般財団法人群馬県森林・緑整備基金）では、林業労働力を

確保するために、林業への就業相談や情報提供に加え、令和 7 年度か

ら職業紹介所を開設しています。 

図 3-1-2-2 年齢階層別林業従事者数と平均年齢の推移

出典：令和７年度林業従事者実態調査（群馬県林業振興課） 
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◇群馬県林業労働力確保支援センターによる事業体支援の更なる強化

も重要となっています。 

◇森林組合は森林所有者で組織されている協同組合で、地域の森林の経

営管理・整備の中核的役割を担っています。 

◇森林組合は県内に 15 組合あり、森林所有者の約40％が加入し、その所

有面積は民有林の約 54％を占めています。また、経営面積は約 12 万

４千 ha、一組合当たりは 8,257ha で全国平均の約半分となっていま

す。 

◇一組合当たりの出資金は約３千４百万円と全国平均の約４割、準備金

及び積立金は約 1.4 億円と全国平均の約７割となっており、県内森林

組合は経営基盤が脆弱です。 

◇森林組合の素材生産量は、平成 22 年度は約３万４千㎥でその後徐々

に増加し、令和元年度以降は 11 万㎥を超えるなど、林産事業への取

り組みを進めてきましたが、近年は横ばい状況となっており、組織体

制等の強化が必要です。 

◇林業従事者は通年雇用のほか、個人事業主、一人親方※、臨時雇用な

ど雇用形態が様々であり、厚生年金加入者のほか、国民年金に加入し

ている人もいます。また、退職金の共済制度については、中小企業退

職金共済制度や林業退職金共済制度等に加入しており、加入率は 72

％となっています。 

◇林業事業体の人材確保・育成に関するビジョン、特に処遇改善やキャ

リア形成の方向性が見えづらく、林業従事者が誇りを持ち、長く安心

して働く環境づくりが遅れています。 

◇技術・技能向上研修が中心の人材育成研修への参加や最新の安全装 

備の導入は「コスト」として捉えられがちで、少人数の事業体では十

分な対応がしづらい状況です。 

◇県内の林業事業体は、森林整備や素材生産に特化した経営が中心で、

新たな収益源を獲得する取組は遅れており、経営力や組織力の底上げ

には関係者（事業主・雇用主・従事者・行政・業界）の意識改革が必

要です。 

◇「地方創生ＳＤＧｓローカル指標リスト」（自治体ＳＤＧｓ推進評価

・調査検討会）において、林業試験指導機関人員率がグローバル指標

15.2.1「持続可能な森林経営における進捗」のローカル指標案とされ、

持続可能な森林経営を進めるため、林業試験指導機関の体制強化が求

められています。 
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◇林業事業体の現場力と安全性を高め、持続可能で競争力のある経営基盤

を築くとともに、地域社会に貢献できる人材を確保します。 

◇労働負荷の軽減や林業従事者の所得向上等により、林業が魅力ある職場

として認知され、新規林業従事者が増加しています。 

◇林業従事者の技術向上と機械化の進展により、安全性が向上し、死亡災

害がなくなるとともに、労働災害が建設業と同程度まで減少します。 

◇地域の林業事業体が地域の森林の経営管理を支え、山村に雇用が生まれ

ています。 

◇雇用条件や現場環境の整備により、女性が働きやすい環境が整っていま

す。 

 

 

 

 

◇群馬県の森林の魅力や林業就業の促進に向けて、ＳＮＳやイベントを 

通じた情報発信を強化し、広くＰＲを実施します。 

◇林業の現場見学会や就業体験等の機会を提供することで、林業への理

解を深め、新規就業を積極的に促進します。 

◇人材を「資本」として位置づけ、計画的に育成・投資する環境整備に

向け、雇用主及び経営者の意識改革・行動変容を促します。 

◇林業従事者の技術・技能だけでなく、経営スキルやマネジメント、リ

ーダーシップ、コミュニケーションなど現場の幅広いスキルの向上を

図ります。 

◇現場責任者の資質向上研修や、作業内容・習熟度に応じた技術習得 

研修を通じて、森林を適切に管理できる人材を育成します。 

◇命を守る安全教育、リスク排除のための事前対策を強化して、安全意

識の徹底を図ります。 

◇給与や労働条件の改善など、引き続き処遇改善と職場環境整備を推進

するとともに、メンタルヘルス対策や熱中症対策・感染症対策を含む

総合的な安全管理など、心身の健康確保を推進します。 

◇林業従事者のキャリア形成を支援するため、林業事業体の経営ビジョ

ンを再構築するとともに、人材育成方針の見える化を推進します。 

◇社会の変化に柔軟に対応できる持続可能な林業経営を実現するため、

森林整備や素材生産活動をベースにしながら新しい価値を創造する

など、組織力と経営力の強化を図ります。 

将来ビジョン 

取組の方向性 
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◇仕事への意欲や組織への誇り（エンゲージメント）、モチベーション

の向上により、林業従事者がやりがいを感じ、長く安心して働くこと

ができるよう処遇改善を促進します。 

◇ＩＣＴやＩｏＴを活用して省力化・効率化を図れるよう、スマート林

業 や林業ＤＸを推進します。 

◇「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム（もりビズぐん

ま）」を積極的に 活用するなど、異業種や地域との協働、多様な主

体との連携で新しいビジネスモデルの構築を推進します。 

◇木材以外の副産物や地域ブランド商品開発など、新収益モデルの創 

出を促進します。 

◇林業試験指導機関人員を確保するとともに、能力向上を図ります。 

 

 

 

 
（新規就労者の確保） 

◇群馬県林業労働力確保支援センターがその機能を十分に発揮できる

よう、実施する事業や運営を支援します。 

◇ＳＮＳ等を活用した群馬県の森林・林業の魅力や林業就業に関する情

報発信や就業体験（インターンシップ等）の取組を強化し、職業紹介

所やハローワーク等の就業関係機関や移住定住機関との連携を図り、

担い手の確保を図ります。 

◇即戦力となる人材を育成するため、就業希望者が林業現場で必要な技

術を十分に学べるよう県立農林大学校のカリキュラムの向上を支援す

るとともに、実践的な人材育成を養成するための体制の構築を図りま

す。 

（育成、技術向上） 
◇「緑の雇用」事業における林業作業士

の研修や技術向上研修への参加を支

援します。 

◇森林資源状況の把握や経営管理の企

画立案等のコンサルタント業務を担

う森林施業プランナー及び木材の高

付加価値販売、事業体間の連携など

を担う森林経営プランナー※等の技

術者を育成します。 

◇伐倒技術や高性能林業機械の操作など、作業内容に応じた段階的な技

具体的施策《重点取組》 

伐倒練習機によるデモンストレーション 
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術習得の機会を提供するとともに、言語による的確な指導とリーダー

シップを発揮できるよう、コミュニケーション能力やコーチング技術

の向上を支援し、ＯＪＴ※を担う指導者を育成します。 

（雇用の改善） 
◇林業従事者が安心して働ける環境整備に向けた処遇改善の推進とし

て、雇用関係の明確化を図り、労働条件や給与水準の引き上げによっ

て生活の安定を確保します。さらに、社会保険・労働保険への加入促

進など、福利厚生の充実を進めます。 

◇雇用主や雇用管理者向けの意識改革のための研修により、キャリア形

成支援や安全装備の充実など、人材への投資を強化するとともに、林

業事業体の意識改革と行動変容を促進します。 

◇求める人材像を明確化し、キャリアパスの設定など「人材育成の見え

る化」を推進します。 

◇林業現場の雇用環境の実態把握調査・分析を行い、安心して働ける魅

力ある職場づくりの強化のため、仕事への意欲や組織への誇り（エン

ゲージメント）、モチベーションの向上を促進し、多様な人材が長期

的に活躍できる環境を整備します。あわせて、求職者から選ばれる魅

力ある林業事業体の育成を目指します。 

◇安全性の向上や労働負荷の軽減を図るため、高性能林業機械の自動化

や保育作業の機械化を推進します。 

◇働きやすく魅力ある職場づくりを進めるため、ＩＣＴを活用した生産

管理やデータ集約などによる業務のデジタル化を推進します。 

◇林業従事者の所得向上を図るため、低コスト林業、デジタル化など収

益性を高める取組を支援します。 

◇技能検定制度による資格取得を推進し、林業従事者のキャリア形成 

を支援します。 

（労働安全衛生の推進） 
◇命を守る安全意識を徹底するため、事業主・従事者・関係者が一丸 

となり、労働安全衛生法や関連ガイドラインを遵守することを目的と

した現場指導を行います。 

◇消防機関等と連携した安全体制確保やメンタルヘルス対策など、命と

心身の健康と安心を守るための取組を支援します。 

（森林組合等、林業事業体の体制強化） 
◇地域の森林管理の中心的な担い手としての役割を果たすため、各種研

修や資格取得の促進を通して、森林組合をはじめとした林業事業体の

経営基盤の強化、技術力の向上を図り、組織体制を強化します。 
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◇森林組合が有する森林経営に関する能力・ノウハウを最大限に発揮す

るため、地域の林業事業体の情報収集や交流機会をコーディネイト

し、森林組合と事業体の連携を進めます。 

（林業試験指導機関の体制強化） 
◇林業試験指導機関の体制を強化することにより、森林ゾーニングによ

る森林の特性や地理的条件に応じた効率的な施業方法等に関する研

究を進めます。 

 

数値目標 【林業システムの改革】 
指 標（★重要指標） 現状値(R6) 目標値 

★林業就業人口１人当たりの林業産出額［木材生産］（万円／年）  194(R5) 232 

★山元立木価格［スギ］（円／㎥） 3,290 3,596 

林業産出額［木材生産］ （千万円／年） 239(R5) 320 

★素材生産量（千㎥／年） 427 500 

造林面積（ha／年） 125 400 

高性能林業機械稼働台数 (台) 241 250 

森林経営計画策定面積（ha） 17,102 30,000 

路網の開設延長（km） 
※森林経営計画内の H23～R12 累積延長 

1,670 2,900 

素材生産性の向上率（％） 
※意欲と能力のある林業経営者の平均素材生産性（㎥／人･日） 

117%(R5) 

(6.73) 

150% 

(7.62) 

森林資源情報の高度化面積（千 ha） 231 231 

3D レーザー、ドローン等の活用による森林施業に取り組む事業体数 6 16 

林業従事者数（人） 701 850 

★林業従事者(現場技能者)の平均年収 (万円／年)  409 500 

新規就業者数（人）＊10 年間の累計 466 580 

死傷者数の減少率 (％) 
 11% 

(14 人／年) 

30% 
（12 人／年） 

★林業試験指導機関人員率（人口 10 万人当たりの人数） 0.6 0.8 

 


